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参 考 事 項

注意 １  「純度」欄には、ガスクロマトグラフィーその他適正と認められる方法により試験した結果を記載してください。
２  「製造方法及び製造を必要とする理由」欄は、次により記載してください。

   (1)  製造方法は、具体的に記載し、フローチャート等があればそれを添付してください。
   (2)  製造を必要とする理由は、製造する炭化水素油の性状がその使用目的等に照らして必要とする理由を記載してください。

初留 5% 10% 50% 90% 95%

   次のとおり、炭化水素油を原料免税石化製品として取り扱うために確認を受けたいので、揮発油税法基本通達第74条第２項の
規定により申請します。
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